
 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                             千葉中央警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県千葉市中央区中央港１－１３－１ 
  所属 千葉中央警察署 会計課 
  電話 ０４３―２４４―０１１０（内線２３２） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎４階 食品 １台 1.10×1.10×1.87 転倒防止版含む

2

3

4

千葉中央警察署



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                           船 橋 警 察 署 長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県船橋市市場４－１８－１ 
  所属 船橋警察署 会計課 
  電話 ０４７―４３５―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎１階 写真撮影機 １台 1.20×0.75×2.10

2

3

4

船橋警察署



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                              船橋東警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 船橋市習志野台７－９－２０ 
  所属 船橋東警察署 会計課 
  電話 ０４７―４６７―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 車庫兼倉庫１階 写真撮影機 １台 1.20×0.72×2.08

2

3

4

船橋東警察署



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                                柏警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県柏市松ケ崎７２２番地１ 
  所属 柏警察署 会計課 
  電話 ０４―７１４８―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

柏警察署 1 庁舎２階 食品 １台 1.30×1.10×1.90



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                                流山警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県流山市おおたかの森西３－７４４－４ 
  所属 流山警察署 会計課 
  電話 ０４－７１５９－０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎３階 食品 １台 0.96×0.90×1.90

2

3

4

流山警察署



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                              我孫子警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県我孫子市柴崎９０４－１ 
  所属 我孫子警察署 会計課 
  電話 ０４―７１８２―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎１階 写真撮影機 １台 1.25×0.90×1.95

2

3

4

我孫子警察署庁舎



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                               四街道警察署長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県四街道市和良比６３５－５ 
  所属 四街道警察署 会計課 
  電話 ０４３―４３２―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎１階 写真撮影機 １台 1.40×0.75×2.05

2 庁舎１階 食品 １台 0.86×0.90×1.88

3

4

四街道警察署



 
令和８年度行政財産使用許可に係る飲料用を除く自動販売機等設置希望者 
の募集について 

 下記のとおり設置希望者を募集します。 
 令和７年１１月１１日 
                            成 田 警 察 署 長   

記 
１ 募集する自動販売機等の種類、大きさ、設置場所及び台数 
  別表のとおり。 
２ 設置期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、行政財産の用途

又は目的を妨げないと認められる場合には、令和９年４月１日から最長４年を限度

に使用許可を更新することができるものとする。 
３ 募集要項配布期間 
  令和７年１１月１１日（火）から令和７年１１月２５日（火）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
４ 申込み受付期間 
  令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月１０日（水）までの午前９時か

ら午後４時までの間とする（土・日・祝祭日を除く。）。 
５ 申込み方法 
  別途配布する「募集要項」のとおり。 
６ 申込者・自動販売機等の設置条件 

別途配布する「募集要項」のとおり。 
７ 設置者選定方法 

申込みのあった者の中から、申込者の資力、信用及び実績並びに商品の種類、数

量、価格等を考慮の上選定する。 
８ 設置者決定の連絡 
  令和８年１月９日（金）に決定者に対し直接連絡する。 
９ 募集要項の配布場所、申込書の提出先及び照会先 
  住所 千葉県成田市加良部３丁目５番地 
  所属 成田警察署 会計課 
  電話 ０４７６―２７―０１１０（内線２３１） 
 



別表

建物名 番号 設置場所 種類 台数 幅×奥行×高さ（m） 備考

1 庁舎外 写真撮影機 １台 1.40×0.75×2.10 　

　 　 　 　

　 　

成田警察署


